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１ 地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 

1.1.当該地域の公共交通の概況・問題点 

 

⑴ 地域の概況 

旭川市は北海道のほぼ中央に位置し、面積は約 748 ㎢で、大雪山に囲まれ、石狩川をはじめ

とする多くの河川が流入する中にあって都市機能が集積する北海道の拠点である。旭川市の人

口は 2024年 4月 1日時点で 318,088人であり、北海道で 2位の規模となっている。人口推移を

見ると、北海道全体と同様に 1995 年まで増加してきたが、2000 年以降は微減に転じており、

将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所）においても、人口減少と少子・高齢化が進行

すると予測されている。 

 

⑵ 公共交通の概況 

旭川市の公共交通は、鉄道、路線バス、デマンド交通、タクシーで構成されている。鉄道は

4本の JR線があり、路線バスは民間 5社による都市間バスと、民間 2社による市内路線バスが

運行されている。市内の鉄道駅は 16駅あるが、旭川駅と永山駅以外は無人駅であり、1日の平

均乗車人員の約 8 割は旭川駅となっている。市内路線バスは、旭川電気軌道（株）が 72 系統、

道北バス（株）が 61系統あるが、乗車人員は減少の一途をたどっており、1967年から 2009年

の 42年間で約 7割減少した。一方で、自動車登録台数は年々増加し、旭川都市圏の交通分担率

も自動車が全体の 73.4%を占めている（H15年度パーソントリップ調査）。 

 

⑶ 公共交通の問題点 

旭川市の高齢化率は 34.1%（2020年国勢調査）であり、郊外部で高齢化率が高くなっている。

また、旭川市の将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所）を年齢別にみると、65 歳以上

の人口が増え続けると予測され、2030 年の高齢化率は 39.8%、2045 年には 46.9%に達する見込

みである。このことから、高齢者ドライバーによる交通事故の増加や、高齢化に伴い各居住地

からバス停留所までの徒歩による移動が困難となる住民の増加、さらに、公共交通サービスが

行き届いていない郊外部に居住する高齢者の移動がますます困難になることが予想される。 

また、クルマ社会の進展に伴い、幹線道路沿道や郊外部に多くの大規模商業施設が開業して

おり、自家用車を利用できない高齢者の増加が見込まれる中、中心市街地や地域の生活拠点等

の生活利便施設が集積している場所への公共交通のアクセスを向上させることは、地域におけ

る生活を守る上で必要であり、今後は、誰でも公共交通を利用しやすい環境をつくるなど、「地

域の足」を確保することが重要になる。 
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1.2.地域の公共交通の確保維持改善に係る計画策定の必要性 

 

旭川市内の公共交通による移動は、既存の鉄道やバス、タクシー等によってある程度確保さ

れているものの、令和 4年度のバスの輸送人員は 8,353千人で、平成元年に比べ半減、昭和 42

年に比べ３分の１以下となるなど、クルマを運転できない若年層や高齢者等の交通弱者が、日

常生活を営むための最低限の移動手段として路線が確保されない状況が、今後、拡大すること

が懸念される。 

これまで、平成 23 年度及び平成 24 年度において、地域公共交通調査事業を実施し、公共交

通の課題を明確化するとともに地域の公共交通の確保維持に向けて、旭川市公共交通グランド

デザインを策定したほか、平成３１年１月には旭川市地域公共交通網形成計画を策定し，課題

解決に向けた取組を実施してきた。令和６年度には「旭川市地域公共交通網形成計画」を見直

し「旭川市地域公共交通計画」を策定し、持続可能な公共交通網の形成のための取組を進める

ものである。 

この取組の一つとして、交通不便地域である米飯地区において、地域の住民等の移動の利便

性の向上と効率化を図るべく、路線バスが運行していた区間を主な対象としたデマンド型の公

共交通を導入し、地域間交通ネットワークである JR石北本線「東旭川駅」等と接続した、持続

可能で最適な公共交通の確立を目指した運行を行っている。 

今後もさらに人口減少、少子高齢化が進む中、引き続き地域住民の移動手段の確保のため、

デマンド交通の運行が必要であることから、地域内フィーダー系統旭川市生活交通確保維持改

善計画を策定するものである。 

 

地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の地域の公共交通における

位置付け・役割（旭川市地域公共交通計画 Ｐ２３参照） 
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２ 地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果とその評価手法・測定方法 

  交通基本計画本紙の基本方針を踏まえた目標及び指標を設定 

 

2.1.定量的な目標 

 

⑴ 事業の目標 

指標：地域人口 1人あたりの年間利用回数 

 年 度 回 数 内 訳 

現状 R5(R4.10-R5.9) 6.6回 （R5.4人口：701人，利用者数：4,601人） 

目標 R7(R6.10-R7.9) 6.7回 （R6.4人口：688人，利用者数：4,610人） 

 ※R6年度については，年度途中のため R5年度を現状として整理する。 

 （旭川市地域公共交通計画 Ｐ２６参照） 

 

2.2.効果 

  上記の目的を達成したことで得られる効果は以下のとおりである。 

  ・交通空白地の住民の日常生活に必要不可欠な移動手段が確保 

  ・自家用車から公共交通利用による CO2 排出抑制 

  ・自家用車から公共交通利用による交通事故の抑止 

 

 2.3.評価手法 

  年度毎の指標をもとに目標を設定し，達成状況で評価する。 

 

2.4.測定方法 

 米飯線の年間（10月～9月）の利用人数を当該期間の 4月 1日現在における米飯地区（東

旭川町豊田，東桜岡，瑞穂，米原）の住民基本台帳の人口で除し，地域人口 1 人当たり

の利用回数を算出する。 

 

３ ２の目標を達成するために行う事業及び実施主体 

・米飯地区の住民代表と意見交換会を開催し利用者の意見を聞き、利便性の向上を図る。（旭 

川市地域公共交通会議、事業者） 

・地域での事業との連携や利用促進事業の実施により、利用者増を図る。（旭川市地域公共交

通会議、事業者） 

（旭川市地域公共交通計画 Ｐ３４参照） 
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４ 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行

予定者 

 

4.1.対象路線の概要 

 

⑴ 路線概要 

・ 米飯地区から、JR 石北本線「東旭川駅」、当該方面の主要バス系統である東旭川線・東旭

川１条６丁目バス停等へ接続している。 

・ 米飯地域には、基幹となる道路が存在するため、起終点があり、一定の方向性をもって運

行する形態の起終点固定型とする。 

・ 東旭川駅 ⇒ 旭川 21世紀の森付近までの距離：約 20km 

（デマンド型交通の旅行速度（想定）：22.5km/h） 

・ 往路（平日） 最大運行便数：４便（① 7:10～、② 9:30～、③12:00～、④17:00～） 

・ 復路（平日） 最大運行便数：６便（① 8:30～、②11:00～、③13:00～、④14:30～、 

⑤16:00～、⑥18:00～） 

・ 往路（休日） 最大運行便数：３便（① 7:30～、②10:00～、③12:30～） 

・ 復路（休日） 最大運行便数：４便（① 8:30～、②11:00～、③13:30～、④16:00～） 

・ 隣家まで 300ｍを超えて住居が散在する地区で、１km以上も離れた居住者もいる。 

・ 同地区内には、標高 250～300ｍの丘陵を挟んで住居があり、その住民は最寄りのバス停ま

で夏は徒歩 30分程度、冬は積雪等により 1時間弱かかる状況であったが、デマンド型交通を

運行することで利便性が向上した。 

 

旭川市位置図／旭川市全図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭川市 
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旭川市内：交通空白・不便地域  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR東旭川駅／東旭川１条６丁目バス停 近辺図 

  

 

 

 

 

 

富沢・神居地区 

東鷹栖地区 

米飯地区 
雨紛地区 

 
江丹別地区 

 

永山南地区 
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米飯地区の範囲と人口，面積（令和６年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.運行を確保する系統の概要及び運行予定者 

（1）令和７年度（令和６年１０月～令和７年９月） 

 次のとおり（表１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和 8年度（令和７年 10月～令和 8年 9月）及び令和９年度（令和 8年 10月～令和 9年 9

月）については，令和７補助年度との違いが曜日の違いによる運行回数のみであるため省略

する。 

東桜岡地区 
人 口：158 人 
世帯数： 76 世帯 

豊田地区 
人 口：225 人 

世帯数：114 世帯 

瑞穂地区 
人 口：101 人 
世帯数： 56 世帯 

米原地区 
人 口：204 人 
世帯数：107 世帯 

表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 令和7年度

起点
経由地

営業区域
終点 運行態様の別

基準ハで該
当する要件
（別表７・９）

補助対象地域間幹線
系統等と接続の確保

基準ホで該当す
る要件
（別表７のみ）

往 ㎞

復 ㎞

往 ㎞

復 ㎞

往 ㎞

復 ㎞

往 ㎞

復 ㎞

往 ㎞

復 ㎞

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

運行系統
地域内フィーダー系統の基準適合

（別表７・別表９・別表１０）

市区町村 運送予定者名
運行系統名等
（申請番号）

系統
キロ程

計画
運行
日数

計画
運行
回数

利

便

増

進

特

例

措

置

運

送

継

続

特

例

措

置

旭川市
旭川中央交通株式会

社
(１) 米飯線

瑞穂・米原・
豊田・東桜

岡
365 日 1,654.0 回 区域運行 ②（２） JR東旭川駅への接続 ③

日 回

日 回

日 回

日 回

瑞穂地区 

人 口：107 人 
世帯数： 62 世帯 



 

7 

 

５ 地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 

  旭川市から運行業者への補助金額については，運行収入及び国庫補助金を運行経費から差し

引いた差額分を負担することとしている。 

令和５年度   

運行経費 
運送収入 
スクールバス 

寿バスカード含む 
国補助 市補助 

公 的 資

金割合 

9,487千円 1,478千円 2,085千円 5,923千円 98.7％ 

  ※運送収入のうちスクールバス，寿バスカード収入 1,359千円は公的資金とする。 

 

６ 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

旭川中央交通株式会社 

 

７ 補助を受けようとする手続に係る利用状況等の継続的な評価手法、測定方法 

交通基本計画本紙の基本方針を踏まえた目標及び指標を設定し，年度毎の指標をもとに目標

を設定し，達成状況で評価する。 

 

８ 別表 1の補助事業の基準ホに基づき、協議会が平日１日当たりの運行回数が３回

以上で足りると認めた系統の概要 

該当しないため、記載しない。 

 

９ 別表 1の補助事業の基準二に基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準じ 

る生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

該当しないため、記載しない。 

 

 

10 生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期及び 

  その他特記事項 

該当しないため、記載しない。 

 

 

11 外客来訪促進計画との整合性 

 該当しないため、記載しない。 

 

12 地域公共交通確保維持事業を行う地域の概要 

次のとおり（表５） 



 

8 

 

表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

（単価）×

22,761人 × ＋

22761人××＋万円＝0千円

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し

ない地区の人口を記載すること。

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類

１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

市区町村名 旭川市

人　口 国庫補助上限額

人口集中地区以外 22,761 
　  （対象人口）

交通不便地域 688 

人　口 対象地区 根拠法

688 
旭川市東旭川町米飯地区

（豊田・米原・瑞穂）、東桜岡地区
局長指定

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

旭川市地域公共交通計画 令和6年5月17日 令和６年度

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定す
る交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を基
に記載すること。

（対象人口の考え方）

①人口集中地区以外の人口と交通不便地域の人口を比較し、多い人口を

　 対象人口とする。

②政令市（札幌市）、中核市（旭川市・函館市）の場合は、交通不便地域の

　 人口を対象人口とする。

③局長指定交通不便地域の地域内フィーダー系統のみを申請する場合は、

　 局長指定交通不便地域のみを対象人口とする。

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定年
月日及び特例適用開始年度

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口
及び交付要綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸
局長等が指定する交通不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長
等が認める地域の合計（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げ
る法律（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧
市町村名等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存
在する場合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指
定」と記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものと
して地方運輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、利便増進特例又は運送継続特例を適用する場合に
記載すること。
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■添付書類 人口集中地区以外及び交通不便地域の区分が分かる地図 

 

以下、旭川市における人口集中地区及び交通不便地域を示す。 

 

 

 

 

13 車両の取得に係る目的・必要性 

車両取得を行わないため、記載しない。 

 

14 車両の取得に係る定量的な目標・効果 

車両取得を行わないため、記載しない。 

 

15 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の総額、負担額

及びその負担額 

車両取得を行わないため、記載しない。 

 

16 老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画 

該当しないため、記載しない。 
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17 貨客混載の導入に係る目的・必要性 

該当しないため、記載しない。 

 

18 貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

該当しないため、記載しない。 

 

19 貨客混載の導入に係る計画の概要 

該当しないため、記載しない。 

 

20 貨客混載の導入に要する費用の総額、内訳、負担者及び負担額 

該当しないため、記載しない。 
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21 協議会の開催状況と主な議論 

・ 会議の開催 

平成 23年度は 1回、平成 24年度は 3回、平成 25年度は 3回、平成 26年度は 3回、平成 27

年度は 3 回、平成 28 年度は 2 回、平成 29 年度は 3回（うち 1回は書面会議）、平成 30 年度は

4 回（うち 1 回は書面会議）、平成 31 年度（令和元年度）は 2 回，令和 2 年度は 3 回（書面会

議），令和 3年度は 3回，令和 4年度は 2回，令和 5年度は 3回（うち 1回は書面会議）の地域

公共交通会議を開催した。 

表 会議開催内容 

回 開催日時 主な協議内容 

令和 5 年度 

第 1回 
令和 5年 4月 28日 

（１）令和４年度 事業結果及び決算について 

（２）令和５年度 事業計画及び予算について 

（３）路線の廃止について 

（４）地域内フィーダー系統旭川市生活交通確保維持改

善計画について 

（５）生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整

備）について 

（６）旭川市地域公共交通計画見直しのスケジュールに

ついて 

（７）各種報告 

令和 5年度 

第 2回 

(書面) 

令和 6年 1月 11日 （１）北海道運輸局補助事業の１次評価について 

令和 5 年度 

第 3回 
令和 6年 2月 26日 

（１）旭川市地域公共交通会議の予算について 

（２）北海道運輸局補助事業の１次評価（地域公共交通

計画調査事業）について 

（３）デマンド型交通（豊里線，米飯線）の実績報告に

ついて 

（４）協議運賃の実施に係る報告について 

 

22 利用者等の意見の反映状況 

⑴ 米飯地区住民に向けて１０月にアンケート実施 

 配布数３５８件 回答数１８９件 回答率５２．８％ 

 アンケート集計により把握できた内容（主なもの） 

 ・利用実態としては平日の夕方や土日は利用が少ない 

 ・利用している人の多くは今後も利用意向があり、今の状況に満足している人が多い 

 ・現在利用していない人も車に乗れなくなったときのために維持してほしいという声が多い 

⑵ 米飯地区住民代表との意見交換会の開催 

米飯地区の住民と、交通会議事務局、運行事業者による意見交換会を開催し、アンケート結

果の報告と今後の利活用について意見交換を行った。 

【実施日】令和６年３月１日（金） 

【参加者】１０名 
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23 協議会の構成メンバー 

 

表 旭川市地域公共交通会議構成員名簿（令和６年４月現在） 

区分 役職 構成員名 

旭川市長が指名する職員 
旭川市地域振興部長 三宅 智彦 

旭川市福祉保険部長 川邊 仁 

北海道知事が指名する職員 北海道上川総合振興局 地域創生部地域政策 課長 天﨑 崇行 

旅客鉄道事業者 北海道旅客鉄道(株)旭川支社 専任課長 斉藤 雅彦 

一般乗合旅客自動車運送事

業者 

旭川電気軌道(株)  運輸事業部 次長  矢野 寿典 

道北バス(株) 営業部 次長 岡田 倫和 

北海道中央バス(株)旭川営業所 所長 内海 幸夫 

旭川中央交通（株）代表取締役社長 柏葉 健一 

一般旅客自動車運送事業者

団体 

(一社)旭川地区ハイヤー協会 専務理事 五十嵐 孝史 

旭川地方個人タクシー協同組合 専務理事 山内 建一 

旭川地区バス協会 事務局 局長 中田 幸治 

一般旅客自動車運送事業者

の運転手が組織する団体 
旭川地区交通運輸産業労働組合協議会 議長 下山 貢司 

利用者・住民代表 

旭川市市民委員会連絡協議会 理事 玉田 昌嗣 

北海道高等学校ＰＴＡ連合会旭川支部 事務局長 遠藤 康浩 

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 常務 岡田 政勝 

(一社）旭川市消費者協会 理事 馬場 貞 

旭川 NPOサポートセンター 理事 森田 裕子 

その他団体 旭川商工会議所 常務理事 川口 勤 

道路管理者 

旭川開発建設部 旭川道路事務所 第 1工務課長 楡井 賢司 

北海道上川総合振興局 旭川建設管理部 事業課長 堀   明 

旭川市土木部長 富岡 賢司 

東日本高速道路(株)北海道支社旭川管理事務所 副所長 早川 正城 

警察 
旭川中央警察署 交通第二課長 工藤 和也 

旭川東警察署 交通第一課長 中村 友聡 

学識者 

中央大学 研究開発機構 教授 秋山 哲男 

北海道大学工学研究院土木工学部門 教授 高野 伸栄 

国立大学法人旭川医科大学 名誉教授 高橋 雅治 

運輸局・運輸支局 
北海道運輸局旭川運輸支局輸送･監査担当 首席運輸企画専門官 高畠 亮 

北海道運輸局旭川運輸支局企画調整担当 首席運輸企画専門官 宮崎 嘉夫 

 

 

 

                   【本計画に関する担当者・連絡先】 

                   住所 旭川市神楽３条６丁目１番３３号      

                   所属 旭川市地域振興部交通空港課        

                   氏名 堺井 恵                               

                   電話 ０１６６－２５－９８５１                 

                   e-mail kotsukuko@city.asahikawa.lg.jp          


